
 

川崎市職員メンタルヘルス対策推進委員会設置要綱 

（目的及び設置） 

第１条 本市職員のメンタルヘルス対策を推進するため、川崎市職員メンタル

ヘルス対策推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は、職員のメンタルヘルス対策について調査・審議し、適切な

進行管理を行い、推進する。 

 （組織）  

第３条 委員会は委員２１人をもって組織する。 

２ 委員は職員中央安全衛生委員会委員、産業医、精神科医、人事労務担当者

その他職場関係者等の中から選任する。 

３ 委員会に委員長を置き、委員のうち総務企画局長をもって充てる。 

４ 委員長は、委員会を代表し、会務を行う。 

５ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじ

め指名した委員がその職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。 

２ 委員会は、調査・審議のため必要があると認めるときは、関係する資料の

提出及び関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。 

 （事務局） 

第５条 委員会の事務局は、総務企画局人事部労務厚生課に置く。 

 （委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が委員会に諮って定める。 



 

附 則 

 この要綱は、平成１７年８月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年６月１４日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年７月３日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和７年７月１６日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


